
確認してみよう！申告チェック表

スタート！
令和8年１月１日現在、美作市に

住所がある人が対象です

令和7年中に収入はありましたか？

給与収入

津山税務署で申告してください
（申告相談会場では受付できません）

①譲渡所得

▷土地・建物の売買（収用を除く）や、株式の取引による収入等の申告

▷上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除

②配当所得

▷上場株式等の配当等で申告分離課税の適用を選択したもの

③先物取引・ＦＸ（外国為替証拠金取引）等

④青色申告

⑤準確定申告（亡くなられた方の申告）

⑥住宅借入金等特別控除（初年分）

▷新たに（特定増改築等）住宅借入金等特別控除や、住宅耐震改修・住宅特

定改修、認定長期優良住宅等特別税額控除を申告する場合

⑦雑損控除（台風などの災害、盗難または横領によって

生活用資産などに損害を受けた方の申告）

⑧過年分（令和6年分以前の申告）

【津山税務署】

〒708-8657 津山市田町67

☎0868（22）3147

市内に住む親族に

扶養されている

公的年金収入

一時的収入（保険の満期返戻金など）

農業所得、不動産所得

事業所得（自営業・外交員・内職など）

はい

（分離）譲渡所得、配当所得
（土地・建物を売った収入、株式の取引による収入など）

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

１

２

３

Ｃ

１
勤務先で年末調整

を済ませた

源泉徴収票に源泉徴収

税額の記載がある

いいえ

はい
年末調整をした給与所得以

外に、他の会社の給与収入

や他の所得（農業収入など）

がある

いいえはい

いいえ

医療費控除など控除内容に

変更がある

はい いいえ

はい
年末調整をされなかった他

の会社の給与収入の金額と

他の所得の合計額が20万円

以下である

はい いいえ

A Ｃ

Ｃ D

B A

２
遺族年金または障害年

金のみ受給している

はい

いいえ
公的年金の収入金額が

400万円以下である

はい

美作市内に住む

親族に扶養され

はい

いいえ

D

B

公的年金等以外の

所得金額がある

はい

公的年金等以外の

所得金額の合計が

いいえ

いいえ

A

D

はい

いいえ

B

A

３ 一時的収入-必要経費-50万円＞0

である

はい

いいえ

Ｃ

D

ゴール！

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

所得税の確定申告が必要です

市県民税の申告が必要です

所得税の確定申告または

市県民税の申告が必要です

申告の必要はありません
※注１

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保

険料控除の額に変更がある方は、市県民税

の申告をしてください。

津山税務署または申告相談会場へ

申告相談会場へ

津山税務署または申告相談会場へ

※このチェック表で申告が不要とされた方でも、所得税の納付や還付が生じる場合や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの軽減判定、その他の行政サービスを受

けるうえで申告が必要になる場合があります。

※注１

公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年

金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であ

る場合は、所得税の確定申告は不要です。

※住民税の申告が必要になる場合があります。

※所得税の還付を受ける方や株式等の損失繰越のある

方は、確定申告をすることができます。

※申告が不要な場合もあります。
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